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近
代
日
本
研
究
第
三
十
六
巻
（
二
〇
一
九
年
度
）

資
料
紹
介明

治
期
慶
應
義
塾
へ
の
朝
鮮
留
学
生
（
五
）

王
賢
鍾
・
具
知
會
・
姜
兌
�
・
西
沢
直
子

本
稿
で
は
、
韓
国
延
世
大
学
学
術
情
報
院
国
学
資
料
室
が

所
蔵
し
て
い
る
「
大
朝
鮮
人
日
本
留
学
生
親
睦
会
規
則
」
を

掲
載
す
る
。
最
初
に
原
文
を
掲
載
し
、
続
い
て
和
訳
、
最
後

に
王
賢
鍾
氏
に
よ
る
解
題
（
具
知
會
訳
）
を
掲
載
す
る
。

和
訳
で
は
、
な
る
べ
く
原
文
の
漢
語
表
記
を
生
か
し
た
。

た
だ
し
、
日
本
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
思
わ

れ
る
漢
語
に
つ
い
て
は
、
説
明
的
な
表
現
に
変
え
た
。
し
か

し
文
語
的
表
現
を
大
き
く
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な

場
合
に
は
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
注
で
示
し
た
。
注
は
初
出

の
み
に
付
し
て
あ
る
。
二
回
目
以
降
は
適
宜
参
照
さ
れ
た

い
。
難
解
な
語
も
多
く
、
読
み
誤
り
を
ご
教
示
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

ま
た
原
文
に
は
、
規
則
と
し
て
は
不
備
な
部
分
や
、
通
常

は
使
用
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
口
語
的
表
現
も
あ
る
。
特
に

「
会
例
」
は
意
図
的
で
あ
る
の
か
、
通
俗
的
あ
る
い
は
感
情

的
表
現
も
見
ら
れ
る
。
和
訳
で
は
規
則
ら
し
く
整
え
る
方
法

も
あ
っ
た
が
、
で
き
る
限
り
原
文
の
表
視
や
文
章
構
成
を
踏

襲
し
た
。

な
お
規
則
冒
頭
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
要
旨
」
に
つ
い
て

は
、
解
題
中
に
王
賢
鍾
氏
が
現
代
韓
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
も
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の
の
和
訳
が
あ
る
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

凡
例

一
、
漢
字
は
、
原
文
に
つ
い
て
は
通
常
韓
国
で
使
用
さ
れ
る

字
体
、
和
訳
に
つ
い
て
は
通
行
体
を
用
い
た
。
人
名
、

地
名
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
原
文
の
使
用
字
体

は
、
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
了
承
さ
れ

た
い
。

二
、
原
文
の
体
裁
は
、
意
図
さ
れ
た
改
行
、
平
出
、
欠
字
の

み
を
残
し
た
。

三
、
和
訳
で
は
適
宜
句
読
点
を
補
っ
て
い
る
。（

西
沢
直
子
）

大
朝
鮮
人
日
本
留
學
生
親
睦
會
規
則

開
國
五
百
四
年
四
月

日
創
立

同

十
月

日
增
訂

大
朝
鮮
人
日
本
留
學
生
親
睦
會

要
旨
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�
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大
朝
鮮
人
日
本
留
学
生
親
睦
会
規
則

開
国
五
百
四
年
四
月

日
創
立

同

十
月

日
増
訂

大
朝
鮮
人
日
本
留
学
生
親
睦
会

要
旨

今
、
吾
々
が
意
を
立
て
、
発
奮
し
外
邦
に
遊
学
し
て
学
問
に

（
1
）

叧
着
す
る
の
は
、
（
2
）

開
見
を
広
げ
知
識
を
覚
ま
し
、
国
家
政
治

の
基
礎
と
棟
梁
を
自
ら
期
し
、
文
明
開
化
の
精
神
と
骨
子
の

構
築
を
自
ら
任
務
と
す
る
た
め
で
あ
る
の
で
、
原
意
も
極
め

て
深
遠
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
亦
各
自
が
負
担
す
る
職
責
も
甚

だ
重
大
で
あ
る
。
万
一
相
導
き
相
輔
け
る
方
便
を
謀
ら
な
い

な
ら
ば
、
助
け
あ
っ
て
学
ぶ
効
も
な
く
、
勤
勉
す
る
道
も
な

く
、
も
し
利
益
実
際
に
妨
害
が
あ
れ
ば
、
国
家
の
教
育
す
る

道
を
負
い
人
民
に
期
望
す
る
意
を
沮
む
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

を
恐
れ
、
こ
こ
に
親
睦
会
を
創
立
し
、
後
日
大
成
す
る
根
本

を
建
て
る
た
め
に
、
諸
員
は
十
分
に
注
意
し
、
各
自
勉
励
し

て
相
輔
け
導
き
合
い
、
強
固
た
る
基
と
広
大
な
業
を
立
て
、

堂
々
た
る
我
大
朝
鮮
国
民
の
本
領
を
励
み
、
文
化
の
実
力
を

養
成
す
る
斉
心
を
相
期
し
、
国
の
た
め
に
身
を
な
げ
う
ち
力

の
限
り
を
尽
く
す
こ
と
を
（
3
）

表
準
と
す
る
。

大
朝
鮮
人
日
本
留
学
生
親
睦
会
規
則

第
一
節

目
的

第
一
条

本
会
は
大
朝
鮮
人
日
本
留
学
生
親
睦
会
と
名
づ

く
。
異
郷
で
護
り
合
い
、
勤
勉
に
学
業
を
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

第
二
条

開
会
時
に
は
演
説
や
あ
る
い
は
講
話
も
行
い
、
学

問
を
相
資
け
知
識
を
相
拡
げ
る
。
国
家
の
た
め
に
忠
義
の

心
を
鼓
動
興
起
す
る
た
め
で
あ
る
。

第
三
条

諸
員
中
、
課
業
に
精
を
出
し
言
行
を
慎
重
に
す
る

者
は
公
に
賞
揚
し
、
万
一
謊
雑
（
4
）

浮
悖
す
る
者
に
は
皆
格
に

よ
く
わ
か
る
よ
う
に
諭
し
、
一
向
に
改
ま
ら
な
け
れ
ば
、

特
別
に
開
会
し
措
置
を
す
る
。
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第
二
節

組
織

第
一
条

本
会
は
本
会
会
員
、
特
別
会
員
及
び
通
常
賛
成

員
、
特
別
賛
成
員
で
構
成
す
る
。

第
二
条

本
会
会
員
は
、
日
本
に
留
学
す
る
本
邦
人
を
以
て

成
立
す
る
。

第
三
条

特
別
会
員
は
、
日
本
に
来
遊
す
る
本
邦
紳
商
を
以

て
成
立
す
る
。

第
四
条

通
常
賛
成
員
は
、
来
日
す
る
使
節
と
本
邦
に
滞
在

す
る
紳
商
に
有
志
者
を
加
え
て
成
立
す
る
。

第
五
条

特
別
賛
成
員
は
各
国
紳
商
の
有
志
者
を
加
え
て
成

立
す
る
。

第
三
節

役
員

第
一
条

本
会
の
役
員
は
、
本
会
会
員
中
か
ら
選
任
し
左
の

よ
う
に
置
く
。

会
長

一
員

副
会
長

一
員

評
議
員

十
員

幹
事

八
員

会
計

四
員

幹
籤

十
員

幹
誌

四
員

幹
督

十
員

第
二
条

会
長
選
挙
は
、
本
会
会
員
が
投
票
し
多
数
を
以
て

推
任
す
る
。

職
務
は
当
会
の
大
小
事
務
を
統
轄
す
る
。

任
期
は
一
年
と
定
め
、
満
期
に
な
れ
ば
評
議
員
に
列
す

る
。

第
三
条

副
会
長
選
挙
も
ま
た
投
票
で
推
任
す
る
。

職
務
は
会
長
を
賛
助
し
、
当
会
の
諸
般
事
務
を
（
5
）

参
轄
す
る
。

若
し
会
長
が
事
故
の
た
め
会
務
が
続
け
ら
れ
な
い
場
合
は

副
会
長
が
会
長
の
事
務
を
行
う
。

任
期
は
一
年
と
定
め
、
満
期
に
な
れ
ば
評
議
員
に
列
す

る
。

第
四
条

評
議
員
選
挙
も
ま
た
投
票
で
推
任
す
る
。

職
務
は
当
会
の
庶
務
を
協
議
の
上
裁
決
し
、
会
長
の
認
可

を
経
て
確
定
す
る
。
若
し
会
長
と
副
会
長
が
同
時
に
事
故

で
出
席
不
能
の
場
合
は
、
評
（
6
）

議
中
に
臨
時
会
長
を
選
挙

し
、
会
長
の
職
務
を
行
い
、
任
期
は
不
定
と
す
る
。

第
五
条

幹
事
選
挙
は
会
長
、
副
会
長
及
び
評
議
員
が
推
薦
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し
、
推
任
す
る
。

職
務
は
当
会
事
務
の
様
々
な
周
旋
を
掌
る
。

任
期
は
随
時
（
7
）

議
逓
と
す
る
。

第
六
条

会
計
選
挙
は
、
幹
事
（
8
）

の
例
に
よ
っ
て
推
任
す
る
。

職
務
は
当
会
の
金
銭
の
収
入
と
支
出
を
執
る
が
、
会
長
の

命
に
従
い
費
用
を
出
納
す
る
。

任
期
は
ま
た
随
時
議
逓
と
す
る
。

第
七
条

幹
籤
選
挙
は
、
会
計
の
例
に
よ
っ
て
推
任
す
る
。

職
務
は
日
記
及
び
文
簿
と
札
（
9
）

翰
の
往
来
、
及
び
書
籍
の
借

覧
、
開
催
時
に
演
説
及
び
講
話
を
す
る
有
益
な
者
を
選
択

し
、
記
録
を
掌
る
。

任
期
は
ま
た
随
時
議
逓
と
す
る
。

第
八
条

幹
誌
選
挙
は
、
幹
籤
の
例
に
よ
っ
て
推
任
す
る
。

職
務
は
新
聞
、
雑
誌
及
び
他
よ
り
の
見
聞
の
内
、
有
益
な

も
の
を
（
10
）

記
繙
し
当
会
の
諸
員
に
伝
え
知
ら
し
め
る
こ
と
を

掌
る
。

任
期
は
ま
た
随
時
議
逓
と
す
る
。

第
九
条

幹
督
選
挙
は
幹
誌
の
例
に
よ
っ
て
推
任
す
る
。

職
務
は
当
会
の
動
静
や
全
員
の
勤
情
を
視
察
し
、
会
長
に

告
知
す
る
こ
と
を
掌
る
。

任
期
は
ま
た
随
時
議
逓
と
す
る
。

第
四
節

氏
名

第
一
条

諸
員
の
氏
名
及
び
居
留
地
は
、
入
会
の
順
番
に

依
っ
て
規
則
及
び
会
報
に
印
刷
す
る
。

第
二
条

事
務
任
員
は
第
一
に
、
本
会
会
員
は
第
二
、
特
別

会
員
は
第
三
に
掲
載
す
る
。

第
三
条

賛
成
員
の
例
も
第
一
条
に
よ
っ
て
掲
載
す
る
こ
と

に
な
る
が
、
通
常
賛
成
員
は
第
一
、
特
別
賛
成
員
は
第
二

に
掲
載
す
る
。

第
五
節

場
所

第
一
条

事
務
所
は
本
公
使
館
内
に
設
立
し
、
当
会
の

（
11
）

留
物
及
び
書
籍
を
蔵
置
す
る
。

第
二
条

会
所
は
慶
應
義
塾
大
広
間
を
臨
時
に
借
用
し
、

（
12
）

趁
期
開
会
す
る
。
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第
三
条

会
期
は
一
箇
月
に
一
回
ず
つ
と
定
め
、
毎
月
第
二

土
曜
日
午
後
六
時
に
開
き
、
九
時
に
閉
じ
る
。

第
四
条

一
年
の
う
ち
良
日
を
選
択
し
て
、
大
会
一
回
を
開

催
し
、
本
会
会
員
特
別
会
員
及
び
通
常
賛
成
員
特
別
賛
成

員
が
一
同
（
13
）

懽
遊
す
る
。

第
六
節

会
報

第
一
条

三
箇
月
に
一
回
ず
つ
会
報
を
出
版
す
る
。
そ
の
編

輯
目
次
は
左
の
通
り
と
す
る
。

論
説

寄
附
書
目

講
演

文
苑

雑
報

第
二
条

会
報
は
会
員
及
び
賛
成
員
と
、
本
国
官
部
及
び
学

校
諸
所
に
呈
す
る
。

第
三
条

本
会
が
原
則
と
し
て
進
呈
す
る
外
に
、
受
読
を
願

う
者
は
必
ず
代
価
を
支
払
う
こ
と
。

第
七
節

進
退

第
一
条

官
費
留
学
生
以
外
が
、
本
会
に
入
会
す
る
場
合

は
、
本
会
員
中
の
（
14
）

保
証
を
得
て
か
ら
許
可
す
る
。

第
二
条

入
会
員
は
姓
名
及
び
職
務
、
事
業
、
本
国
居
地
及

び
国
内
住
所
を
記
載
し
事
務
所
に
呈
送
す
る
。
入
会
証
書

式
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

入
会
証

本
人

居
住

官
職

職
業

姓
名

貫

年

留

生
が
貴
会
に
入
参
し
、
親
睦
の
本
意
及
び
規
則
の
条
例
に

遵
い
、
毎
月
会
費
も
例
に
依
っ
て
奉
呈
し
ま
す
の
で
、
規

則
と
会
報
を
示
さ
れ
、
入
会
を
特
許
く
だ
さ
る
よ
う
望
み

ま
す
。

（
た
だ
し
、
転
居
す
る
際
に
は
す
ぐ
に
報
告
す
る
こ
と
）

開
国
五
百

年

月

日

（
15
）

保
人
本
会
員

姓
名

印

大
朝
鮮
人
日
本
留
学
生
親
睦
会
会
長

某
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〔
御
ヵ
〕
■
中

（
入
会
証
用
紙
は
仮
事
務
所
に
あ
る
の
で
、
使
用
す

る
こ
と
）

第
三
条

会
員
が
、
帰
国
や
旅
行
を
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、

当
会
に
報
告
し
、
戻
っ
た
際
ま
た
知
ら
せ
る
こ
と
。

第
八
節

会
費

第
一
条

本
会
会
員
及
び
特
別
会
員
は
、
各
々
会
費
を
一
箇

月
拾
五
銭
ず
つ
支
払
う
。

第
二
条

賛
成
員
は
本
会
維
持
費
と
し
て
幾
分
の
寄
附
を
す

る
。

第
三
条

賛
成
員
の
寄
附
金
は
特
別
に
帳
簿
に
記
し
、
会
報

に
掲
載
し
て
賛
成
金
と
称
す
る
。

第
四
条

会
費
と
賛
成
金
は
当
会
の
経
費
に
用
い
、
余
剰
金

は
有
益
な
書
籍
を
購
入
し
全
員
の
回
覧
に
資
す
る
。

第
九
節

改
正

第
一
条

本
会
規
則
の
改
正
は
、
会
長
副
会
長
及
び
評
議
員

が
協
議
し
、
開
会
時
に
出
席
員
三
分
の
二
の
同
意
を
得
て

加
除
す
る
こ
と
。

大
朝
鮮
人
日
本
留
学
生
親
睦
会

会
例

第
一
条

本
会
の
会
例
は
開
会
閉
会
及
び
通
常
会
、
臨
時
会

と
延
会
、
（
16
）

解
会
の
区
別
を
以
て
構
成
し
、
余
例
は
随
時
並

行
（
17
）

す
る
。

第
二
条

開
会
及
び
閉
会
は
会
議
の
始
終
を
言
う
。
会
所
に

到
着
、
退
出
す
る
際
は
、
互
い
に
会
釈
の
礼
を
行
い
、
丁

重
に
互
い
に
敬
意
を
表
す
こ
と
。

第
三
条

通
常
会
は
毎
月
定
ま
っ
た
日
時
に
よ
り
、
幹
事
の

通
知
は
不
要
と
し
、
そ
の
際
に
は
慶
應
義
塾
内
に
臨
時
に

設
け
ら
れ
た
事
務
所
に
集
会
す
る
。

第
四
条

臨
時
会
は
何
時
で
あ
っ
て
も
緊
急
に
開
議
す
る
事

の
あ
る
場
合
に
は
、
開
会
前
八
時
間
の
余
裕
を
以
て
各
所

の
会
員
に
通
知
す
る
が
、
た
だ
し
、
す
ぐ
に
会
に
赴
く
こ

と
が
で
き
な
い
会
員
は
や
む
を
え
な
い
。
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第
五
条

延
会
は
万
一
事
故
が
あ
っ
て
会
期
を
（
18
）

退
定
す
る
か

会
所
を
変
更
す
る
場
合
、
開
会
前
に
一
日
の
余
裕
を
以
て

各
所
の
会
員
に
通
知
す
る
。
た
だ
し
、
通
常
（
19
）

参
員
外
は
勿

論
で
あ
る
だ
ろ
う
。

第
六
条

定
式
外
に
（
20
）

従
容
に
開
議
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
会

長
が
会
日
と
会
所
を
定
め
評
議
諸
員
を
集
め
裁
決
す
る
。

こ
れ
を
委
員
会
と
称
し
、
尋
常
会
員
は
参
加
す
る
必
要
が

な
い
。

第
七
条

各
所
の
会
員
が
通
常
会
に
理
由
な
く
欠
席
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
遠
方
に
い
る
会
員
は
こ
の

限
り
で
は
な
い
。
ま
た
、
理
由
が
あ
っ
て
欠
席
す
る
場
合

は
、
そ
の
理
由
を
当
会
に
通
知
す
る
こ
と
。

第
八
条

会
所
に
入
っ
て
喧
嘩
を
す
る
、
あ
る
い
は
勝
手
に

出
入
り
を
す
る
、
是
非
の
問
題
を
起
こ
す
、
言
語
を
慎
ま

な
い
行
為
は
禁
止
す
る
。

第
九
条

会
所
に
出
席
し
各
々
演
説
及
び
論
を
発
す
る
こ
と

が
あ
れ
ば
、
意
見
書
を
陳
述
し
会
長
に
認
可
を
受
け
る
こ

と
。

第
十
条

協
議
時
に
、
両
員
が
言
論
を
（
21
）

並
発
し
騒
乱
の
弊
が

あ
れ
ば
、
会
長
が
（
発
言
を
）
禁
止
す
る
。

第
十
一
条

会
事
を
議
す
る
際
、
可
否
は
出
席
員
の
多
数
の

同
意
を
得
て
決
め
る
が
、
彼
此
同
数
の
時
は
会
長
が
独
権

で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
二
条

解
会
は
、
本
会
員
で
業
を
卒
す
る
か
、
特
別
会

員
で
所
用
が
済
み
本
国
に
帰
る
時
に
、
現
任
の
職
務
と

応
分
の
格
を
解
く
。
た
だ
し
、
会
案
に
お
け
る
氏
名
や

（
22
）

営
遠
の
事
業
は
旧
の
ま
ま
と
す
る
。

権
限

〔
マ
マ
〕

第
一
条

本
会

本
会
に
役
員
を
選
択
し
、
そ
の
職
を
分
担

す
る
の
は
、
課
業
を
互
い
に
妨
げ
な
く
、
条
規
を
互
い
に

越
え
な
い
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
万
一
権
限
を
違
犯

し
、
そ
の
任
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
ず
、
仲
間
内
で
は
面

駁
し
難
い
の
で
あ
れ
ば
、
全
員
に
例
に
則
っ
て
そ
の
状
態

を
細
述
し
、
会
長
に
進
言
し
て
一
脈
の
言
路
を
開
き
、
そ

の
犯
科
の
軽
重
に
よ
っ
て
懲
罰
を
施
す
べ
き
で
あ
る
。

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（五）
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第
二
条

幹
督
の
任
務
は
、
一
種
警
察
の
法
を
執
行
す
る
も

の
で
あ
る
。
会
所
に
出
た
ら
ば
言
語
秩
序
を
審
査
し
、
私

室
に
退
け
ば
動
静
勤
慢
を
摘
発
し
、
会
長
に
報
告
す
る
。

遺
失
を
（
23
）

故
掩
し
、
操
縱
を
独
断
で
行
っ
て
は
い
け
な
い
。

本
会
の
整
粛
（
24
）

頹
弛
は
一
切
が
該
員
の
任
責
で
あ
り
、
決
し

て
軽
く
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
権
限
外
で

違
犯
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
軽
重
に
よ
っ
て
懲
罰
を
施

す
。

第
三
条

幹
誌
の
任
務
は
見
聞
を
あ
ま
ね
く
博
く
し
、
万
国

の
（
25
）

政
化
や
歷
史
の
沿
革
を
（
26
）

采
綴
記
繙
し
、
一
般
国
民
の
耳

目
を
開
明
さ
せ
、
心
胸
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
嗚

呼
、
有
志
君
子
が
外
国
語
の
能
力
不
足
で
惜
し
む
べ
き
時

月
を
こ
こ
に
費
や
し
て
い
る
の
に
、
本
会
の
最
先
務
は
一

切
該
員
の
任
責
で
、
決
し
て
軽
ん
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
権
限
外
に
違
犯
す
る
こ

と
が
あ
れ
ば
軽
重
に
よ
っ
て
懲
罰
を
施
す
。

第
四
条

幹
籤
の
任
務
は
文
字
を
取
り
扱
い
、
要
と
な
る
纂

述
や
公
私
の
帳
簿
を
詳
細
に
明
ら
か
に
正
し
、
後
日
幾
代

に
わ
た
り
会
中
前
蹟
を
昭
然
（
27
）

照
顧
さ
せ
る
。
大
凡
の
見
聞

を
敏
速
に
行
っ
て
こ
そ
講
演
の
際
に
（
28
）

紊
錯
が
な
く
、
書
簡

を
（
29
）

備
詳
し
て
こ
そ
、
交
わ
り
接
す
る
際
に
疑
い
が
詰
ま
る

こ
と
が
な
い
。
本
会
の
文
書
な
ど
の
（
30
）

関
捩
は
、
一
切
該
員

の
任
責
で
あ
る
た
め
決
し
て
軽
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
権
限
外
に
違
犯
す
る
こ
と
が
あ
れ

ば
軽
重
に
よ
っ
て
懲
罰
を
施
す
。

第
五
条

会
計
の
任
務
は
財
政
を
取
り
締
ま
り
、
支
払
い
の

過
不
足
と
費
用
の
適
度
を
心
算
で
予
測
し
、
左
契
に
勘
定

し
て
月
終
歳
末
に
条
々
を
査
証
し
、
会
中
に
視
聴
を
以
て

確
知
さ
せ
る
。
そ
の
邦
の
経
済
及
び
銀
行
の
局
と
同
じ
で

あ
る
。
出
入
の
歳
額
を
相
較
し
（
31
）

訾
殖
を
達
す
る
よ
う
に
す

る
。
経
費
を
濫
用
し
な
け
れ
ば
、
自
然
貨
幣
が
流
通
さ

れ
、
富
強
に
な
る
。
本
会
の
財
政
等
の
利
用
は
、
一
切
該

員
の
任
責
で
あ
る
た
め
決
し
て
軽
く
な
い
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
こ
の
権
限
外
に
違
犯
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
軽

重
に
よ
っ
て
懲
罰
を
施
す
。

第
六
条

幹
事
の
任
務
は
百
務
と
周
旋
を
取
り
締
ま
り
、
器

368



具
汁
物
の
出
納
や
受
取
進
呈
の
考
証
、
送
迎
供
帳
の
儀
式

を
点
検
指
図
し
、
労
働
を
惜
し
ま
ず
、
（
32
）

疲
軟
を
謀
ら
ず
、

会
体
の
利
益
を
十
分
注
意
す
る
こ
と
に
あ
る
。
其
担
任
は

決
し
て
軽
く
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
権
限
外

に
違
犯
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
軽
重
に
よ
っ
て
懲
罰
を
施
す
。

第
七
条

評
議
員
の
任
務
は
特
別
の
選
考
の
法
を
維
持
し
、

才
能
の
優
劣
や
行
動
の
好
悪
を
軽
重
（
33
）

判
截
す
る
こ
と
で
、

上
下
（
34
）

交
譲
の
公
衆
の
便
宜
を
裁
定
し
、
双
方
か
ら
の
中
立

を
守
り
、
発
言
者
が
口
を
封
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
す
る
。
本
会
の
言
階
を
闢
き
、
善
悪
を
明
ら
か
に
す
る

の
は
極
め
て
該
員
の
任
責
で
あ
る
た
め
疎
か
に
し
て
は
い

け
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
権
限
外
に
違
犯
す

る
こ
と
が
あ
れ
ば
軽
重
に
よ
っ
て
懲
罰
を
施
す
。

第
八
条

副
会
長
の
任
務
は
会
長
を
助
協
し
、
聡
明
の
及
ば

ざ
る
と
こ
ろ
は
収
拾
し
、
入
り
組
ん
だ
庶
事
を
整
理
し
て

（
35
）

鞅
掌
が
無
い
よ
う
に
す
る
。
大
旨
、
会
長
が
理
由
が
あ
っ

て
事
務
が
で
き
な
い
と
き
、
こ
れ
を
代
理
し
自
裁
す
る
。

大
事
を
共
済
し
巨
局
（
36
）

相
幇
し
て
結
衆
す
る
道
理
は
、
一
切

該
員
の
任
責
で
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ

の
権
限
外
に
愆
咎
が
も
し
あ
れ
ば
、
懲
罰
を
与
え
る
の
み

な
ら
ず
、
職
任
を
辞
任
す
べ
き
で
あ
る
。

第
九
条

会
長
の
任
務
は
百
務
を
統
轄
し
、
全
員
の
（
37
）

淑
慝
や

任
員
の
勤
惰
を
厳
明
調
査
し
て
、
懲
罰
や
褒
揚
を
行
い
、

一
人
も
悪
行
に
陥
ら
せ
ず
、
一
人
も
任
務
を
（
38
）

�
曠
さ
せ
な

い
。
第
一
は
忠
義
上
の
損
益
や
研
究
上
の
虚
実
を
黙
確

（
39
）

発
揮
し
、
我
々
全
て
が
同
会
員
と
し
て
文
明
区
域
で
歩
み

を
と
も
に
す
る
、
大
厦
に
お
け
る
棟
樑
、
海
舟
に
お
け
る

（
40
）

維
楫
が
則
ち
其
任
で
あ
り
、
と
て
も
重
大
で
あ
る
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
権
限
外
の
私
見
を
立
て
、
公
道
を

塞
ぎ
、
内
外
一
斑
の
衆
望
を
邪
魔
し
、
仮
名
を
徒
ら
に
守

る
な
ら
ば
懲
罰
は
一
層
重
い
た
め
、
掌
任
を
（
41
）

自
逓
し
公
衆

（
42
）

票
挙
と
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

第
十
条

臨
時
会
長
の
任
務
は
、
副
会
長
が
会
長
の
こ
と
を

（
43
）

代
割
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
万
一
会
長
と
副
会
長
が
同

時
に
故
あ
り
、
庶
務
が
曠
廃
し
た
場
合
は
こ
れ
を
総
轄

し
、
黜
陟
裁
断
を
自
ら
定
め
る
。
諸
任
員
は
、
そ
の
時
に
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は
こ
れ
に
従
い
認
可
を
受
け
る
こ
と
。
他
人
の
代
わ
り
に

職
務
を
修
繕
す
る
こ
と
は
よ
り
困
難
で
あ
り
臨
時
の
例
は

権
限
懲
罰
を
確
定
し
に
く
い
が
、
物
議
の
向
背
や
規
式
の

新
旧
を
侮
っ
て
斟
酌
し
、
会
体
の
妨
害
を
（
44
）

反
貽
す
る
な
ら

ば
、
現
任
を
自
ら
辞
し
他
に
譲
る
こ
と
。

懲
罰

第
一
条

諸
員
は
規
則
を
守
り
名
誉
を
相
保
ち
、
義
誼
を
守

り
学
問
に
相
勉
め
る
。
義
誼
の
勿
傷
は
親
睦
に
あ
り
、
名

誉
の
相
保
は
輔
導
に
あ
る
。
万
一
、
他
の
過
ち
や
自
ら
の

悪
を
隠
す
こ
と
は
相
愛
す
る
道
で
は
な
い
た
め
、
幹
督
は

こ
れ
を
審
査
し
会
長
に
告
げ
る
。
会
長
は
評
議
諸
員
と
議

決
し
、
会
所
に
お
い
て
そ
の
軽
重
に
よ
っ
て
懲
罰
を
施

す
。

第
二
条

懲
罰
は
軽
重
で
分
け
下
中
上
三
等
を
設
け
る
。

下
等

会
所
で
警
責
し
、
該
員
が
謝
罪
す
る
。

中
等

会
所
で
警
責
し
、
当
日
の
み
会
席
か
ら
退
出
す

る
。

上
等

会
所
で
警
責
し
、
二
箇
月
に
限
り
会
席
か
ら
退
出

す
る
。

一

下
等
懲
罰
を
施
行
す
る
場
合
、
該
員
が
謝
罪
し
た
後

に
参
席
さ
せ
る
。

一

中
等
懲
罰
を
施
行
す
る
場
合
、
翌
日
に
該
員
が
会
長

に
面
会
し
謝
罪
す
る
か
、
書
で
謝
罪
し
た
後
、
次
の

会
日
か
ら
参
席
さ
せ
る
。

一

上
等
懲
罰
を
施
行
し
た
後
二
箇
月
を
経
て
、
過
ち
を

改
め
、
入
会
し
謝
罪
し
た
後
に
参
席
さ
せ
る
。

第
三
条

会
員
中
、
も
し
理
由
な
く
会
を
欠
席
す
る
、
理
由

が
あ
っ
て
会
に
通
わ
な
い
、
会
所
に
入
っ
て
諠
譁
し
是
非

を
争
う
、
任
意
に
出
入
す
る
、
言
語
を
慎
ま
ず
に
自
己
の

（
45
）

不
美
を
作
っ
て
本
会
の
条
規
を
違
反
す
る
な
ど
の
犯
科
が

あ
れ
ば
、
下
等
懲
罰
を
施
す
。

第
四
条

会
員
中
に
万
一
学
校
の
規
則
を
違
犯
し
た
り
、
故

な
く
日
課
を
廃
し
、
学
業
を
務
め
ず
、
歓
誘
に
従
わ
な

い
、
私
室
に
帰
り
同
僚
と
紛
争
す
る
、
勝
手
に
学
校
外
に

出
入
し
外
邦
人
と
騒
ぐ
、
私
的
に
当
会
を
誹
謗
し
和
気
を
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損
傷
さ
せ
る
、
会
員
の
過
ち
を
匿
し
、
会
長
に
報
告
し
な

い
な
ど
の
犯
科
が
あ
れ
ば
中
等
懲
罰
を
施
す
。

第
五
条

会
員
中
に
、
万
一
会
規
や
校
則
を
違
犯
し
、
公
体

が
損
傷
す
る
こ
と
が
あ
り
、
度
々
暁
喩
し
て
も
自
分
の
過

誤
を
一
向
に
悛
め
ず
出
入
し
、
言
行
が
ま
す
ま
す
謊
雑
浮

悖
す
る
か
、
個
人
的
に
結
党
し
事
端
を
ひ
そ
か
に
醸
す
な

ど
の
犯
科
が
あ
れ
ば
、
上
等
懲
罰
を
施
す
。

第
六
条

会
員
中
に
万
一
忠
義
に
関
す
る
罪
過
が
あ
る
か
、

学
問
上
進
就
す
る
期
望
が
絶
て
な
い
心
術
が
あ
る
な
ど
の

犯
科
が
あ
れ
ば
、
三
等
の
懲
罰
外
に
特
別
に
措
置
す
る
。

第
七
条

役
員
中
に
過
誤
が
あ
れ
ば
、
も
っ
と
も
厳
し
く
軽

重
を
は
か
り
懲
罰
を
施
す
。
万
一
三
等
以
上
の
犯
科
が
あ

れ
ば
、
そ
の
任
を
免
じ
を
辞
し
懲
罰
を
施
す
。

任
員

会
長

魚
允
迪

副
会
長

申
海
永

評
議
員

朴
羲
秉

李
秉
武

洪
奭
鉉

魚
瑢
善

金
鎔
済

趙
斎
桓

安
衡
中

張
台
煥

李
瑾
相

鄭
在
淳

幹
事

金
明
集

崔
相
敦

張
憲
植

朴
正
善

王
�
植

金

允
求

朴
正
銑

方
漢
粛

会
計

康
永
祐

金
益
南

李
範
寿

劉
昌
熙

幹
籤

権
鳳
洙

林
炳
亀

尹
邦
鉉

呂
炳
鉉

南
舜
熙

朴

廷
秀

李
厦
栄

曺
秉
柱

李
鍾
華

兪
致
奎

幹
誌

姜
璟
熙

朴
基
駿

李
龍
在

高
羲
駿

幹
督

李
儒
晳

劉
文
相

李
喜
轍

全
泰
興

金
憲
植

安
禎
植

金
洛
煥

崔
炳
台

金
鴻
南

羅
鎬

本
会
会
員
名
簿

洪
奭
鉉

居
京

留
東
京
牛
込
区
早
稲
田
東
京
専
門
学
校

李
秉
武

同

留
東
京
麴
町
区
中
六
番
町
五
十
番
地
本
公
使
館

魚
允
迪

同

留
東
京
芝
区
三
田
町
二
丁
目
二
番
地
慶
應
義
塾

朴
羲
秉

居
鉄
原

留
東
京
麴
町
区
中
六
番
町
五
十
番
地
本
公

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（五）

371



使
館

玄
公
廉

居
京

留
九
州
熊
本
市
新
屋
敷
唐
笠
百
三
十
九
番
地

井
手
方

慎
順
晟

同

同

朴
基
駿

同

留
東
京
京
橋
区
築
地
立
教
大
学
校

李
竜
在

同

同

姜
璟
熙

同

留
東
京
麴
町
区
下
六
番
町
六
番
地
明
治
女
学
校

高
羲
駿

居
京

留
東
京
麴
町
区
下
六
番
町
六
番
地
明
治
女
学

校

金
鳳
錫

同

留
東
京
芝
区
三
田
町
二
丁
目
二
番
地
慶
應
義
塾

申
海
永

居
利
川

同

李
喜
轍

居
京

同

呂
炳
鉉

居
楊
州

同

李
儒
晳

居
水
原

同

金
鎔
済

居
京

同

趙
斉
桓

同

同

尹
泰
凡

居
公
州

同

安
昌
善

居
高
陽

同

鄭
在
淳

居
京

同

李
瑾
相

同

同

安
禎
植

居
広
州

同

安
衡
中

居
京

同

魚
瑢
善

同

同

張
憲
植

居
竜
仁

同

崔
相
敦

居
京

同

崔
奎
福

同

同

李
在
夏

居
抱
川

同

帰
国

金
明
集

居
楊
州

同

白
轍
洙

居
雲
峰

同

帰
国

全
泰
興

居
京

同

張
浩
翼

居
清
安

同

権
鳳
洙

居
利
川

同

李
周
煥

居
麟
蹄

留
東
京
芝
区
三
田
町
二
丁
目
二
番
地
慶
應

義
塾

張
台
煥

居
京

同

李
喆
宇

同

同

金
憲
植

居
広
州

同

金
允
求

居
江
華

同
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李
敬
承

居
鎮
川

同

玄
学
圭

居
明
川

同

李
正
熙

居
粛
川

同

李
鍾
華

居
京

同

朴
炳
憲

同

同

鄭
錫
煥

居
広
州

同

兪
致
悳

同

同

厳
柱
一

居
利
川

同

王
�
植

居
京

同

尹
世
鏞

在
江
華

同

李
玄
載

居
楊
根

同

申
佑
善

居
高
陽

同

張
明
根

同

同

南
舜
熙

居
長
湍

同

金
基
璋

居
端
川

同

李
範
寿

居
堤
川

同

康
永
祐

居
京

同

李
宜
恂

居
抱
川

同

帰
国

呉
世
儀

居
京

同

同

鄭
寅
昭

居
安
山

留
東
京
芝
区
三
田
町
二
丁
目
二
番
地
慶
應

義
塾

朴
正
善

居
京

同

劉
昌
熙

同

同

徐
丙
吉

同

同

帰
国

金
教
興

同

同

趙
学
熙

同

同

李
殷
相

同

同

金
寬
鉉

居
水
原

同

方
漢
粛

居
京

同

洪
承
復

同

同

金
星
圭

同

同

帰
国

張
東
煥

同

同

呉
胄
泳

同

同

帰
国

金
鴻
南

同

同

李
興
俊

同

同

池
承
俊

同

同

張
奎
煥

同

同

朴
道
秉

同

同
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劉
文
相

同

同

趙
東
赫

同

同

帰
国

兪
承
兼

同

同

韓
万
源

同

同

趙
元
奎

同

同

帰
国

羅
鎬

同

同

趙
文
元

居
京

留
東
京
芝
区
三
田
町
二
丁
目
二
番
地
慶
應
義
塾

洪
彦
杓

同

同

帰
国

黃
佑
悳

同

同

同

金
淳
恒

同

同

李
冕
宇

同

同

張
承
斗

同

同

朴
叙
陽

同

同

帰
国

李
時
懋

同

同

崔
永
植

同

同

尹
基
周

同

同

帰
国

林
炳
亀

同

同

呉
亨
根

同

同

帰
国

劉
鎮
世

同

同

帰
国

黃
佑
璿

同

同

帰
国

李
漢
応

同

同

帰
国

李
源
昇

居
金
浦

同

帰
国

尹
九
善

居
京

同

帰
国

呉
在
喆

同

同

尹
邦
鉉

同

同

林
浚
相

同

同

帰
国

林
恵
相

同

同

慎
俊
晠

同

同

姜
竜
甲

居
宜
寧

同

帰
国

権
承
禄

居
京

同

朴
完
緖

居
京

留
東
京
芝
区
三
田
町
二
丁
目
二
番
地
慶
應
義
塾

李
範
鶴

同

同

帰
国

金
亨
燮

居
粛
川

同

金
敬
済

居
京

同

任
徹
宰

同

同

帰
国

李
熙
峻

同

同

孫
万
秀

居
沃
川

同

金
大
熙

居
京

同
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兪
致
学

居
広
州

同

金
奎
福

居
京

同

卞
志
琓

同

同

金
重
漢

同

同

金
教
先

同

同

徐
丙
武

同

同

金
東
完

同

同

兪
鎮
方

居
広
州

同

魚
潭

同

同

洪
仁
杓

居
京

同

鄭
海
英

同

同

河
相
驥

同

同

金
洛
煥

居
韓
山

同

金
世
泰

居
楊
州

同

帰
国

崔
炳
台

居
京

同

李
熙
璡

同

同

帰
国

金
東
圭

居
京

留
東
京
芝
区
三
田
町
二
丁
目
二
番
地
慶
應
義
塾

金
益
南

同

同

朴
正
銑

同

同

全
万
基

同

同

呉
聖
模

居
平
壌

同

金
正
壎

居
金
海

同

朴
潤
陽

居
京

同

朴
廷
秀

居
金
海

同

陳
熙
星

居
京

同

張
源
植

同

同

廉
学
雨

居
金
化

同

金
鴻
鎮

居
平
壌

同

安
応
善

居
陽
智

同

玄
槶

居
楊
州

同

韓
鳳
儀

居
平
壌

同

盧
景
輔

居
豊
川

同

禹
泰
鼎

居
平
山

同

卞
河
璡

居
蔚
山

同

韓
震
用

居
定
平

同

金
義
善

居
平
壌

同

権
定
鎮

居
京

同

朴
晩
緖

居
公
州

同
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李
厦
栄

居
平
康

同

曺
秉
柱

居
京

同

徐
廷
岳

居
京

留
東
京
芝
区
三
田
町
二
丁
目
二
番
地
慶
應
義
塾

安
明
善

居
陽
智

同

李
用
雨

居
京

留
橫
浜
戸
太
村
戸
部
百
三
十
二
番
地

兪
斌
兼

居
広
州

同

趙
鍾
甲

居
安
山

同

朴
鍾
漢

居
京

同

崔
俊
相

同

同

金
鴻
卿

居
仁
川

同

兪
致
奎

居
洪
州

留
東
京
芝
区
三
田
町
二
丁
目
二
番
地
慶
應

義
塾

朴
荘
和

居
京

同

鄭
殷
謨

居
機
張

同

李
圭
三

居
京

同

朴
正
和

同

同

金
鼎
禹

居
広
州

同

元
応
常

居
天
安

同

金
錫
胤

居
京

同

李
憲
珪

同

同

林
在
徳

居
温
陽

同

権
浩
善

同

同

尹
致
晠

居
京

同

金
鳳
殷

居
広
州

同

白
学
露

居
釜
山

留
東
京
麴
町
区
三
番
丁
九
番
地
小
金
楼

特
別
会
員

安
泳
中

居
京

留
西
京
商
業
学
校

閔
泰
稷

同

留
馬
関
商
業
学
校

鄭
雲
復

居
交
河

留
大
阪
西
区
江
戸
堀
南
五
丁
目
商
業
学
校

申
錫
麟

居
京

留
大
阪
堂
島
市
立
商
業
学
校

趙
秉
教

同

留
橫
浜
戸
太
村
戸
部
百
三
十
二
番
地

沈
魯
漢

居
水
原

同

李
重
元

居
京

同

成
暢
基

居
京

留
東
京
麴
町
区
三
番
町
九
番
地
小
金
楼

趙
義
範

同

同

王
瑜
植

同

同

権
学
鎮

同

同
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李
大
珪

同

通
常
賛
成
員
氏
名
簿

通
常
賛
成
員
座
次
（
随
入
会
順
序
）

義
和
君
殿
下

本
会
通
常
賛
成
員
長

李
堈

駐
日
辦
理
公
使
署
理

金
思
純

駐
日
辦
理
公
使
署
事
務
代
理

韓
永
源

駐
米
辦
理
公
使
署
理

李
玄
植

特
命
駐
日
全
権
公
使

高
永
喜

公
使
館
参
書
官

李
台
植

同

書
記
生

劉
燦

内
部
主
事

玄
櫽

農
商
工
部
会
計
局
長

兪
星
濬

法
部
検
事
局
長

安
寧
洙

中
枢
院
参
書
官

尹
致
旿

総
理
大
臣

金
弘
集

内
部
大
臣

朴
定
陽

同

協
辦

兪
吉
濬

外
部
大
臣

金
允
植

同

協
辦

尹
致
昊

度
支
部
大
臣

沈
相
薰

同

協
辦

李
鼎
煥

法
部
大
臣

徐
光
範

同

協
辦

李
在
正

軍
部
大
臣

安
�
寿

同

協
辦

権
在
衡

宮
内
府
大
臣

李
耕
植

同

協
辦

李
範
晋

学
部
大
臣

李
完
用

同

協
辦

金
春
凞

農
商
工
部
大
臣

金
嘉
鎮

同

協
辦

鄭
秉
夏

中
枢
院
議
長

魚
允
中

同

副
議
長

申
箕
善

警
務
使

李
允
用

漢
城
府
観
察
使

李
采
淵

前
軍
部
大
臣

趙
羲
淵

前
宮
内
部
協
辦

金
宗
漢
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前
警
務
使

尹
雄
烈

前
兵
使

権
瀅
鎮

前
兵
使

李
根
澔

前
府
使

尹
英
烈

前
度
支
部
参
書
官

韓
鎮
昌

前
度
支
部
参
書
官

柳
正
秀

前
外
部
秘
書
課
長

陸
鍾
允

前
軍
部
参
領

趙
羲
聞

前
僉
使

権
東
鎮

前
虞
使

李
熙
斗

前
郡
守

金
亨
俊

前
監
察

李
希
運

前
司
果

韓
敬
履

前
監
察

李
弘
淳

特
別
賛
成
員
氏
名
簿

特
別
賛
成
員
（
イ
ロ
ハ
順
序
）

東
京
芝
区
三
田
町
二
丁
目
二
番
地

本
会
特
別
賛
成
員
長

慶

應
義
塾
々
頭

福
沢
諭
吉

同

麻
布
区
鳥
居
阪
町
二
番
地

貴
族
院
議
員

岩
村
定
高

同

麴
町
区
紀
尾
井
町
六
番
地

理
学
博
士

石
川
千
代
松

同

牛
込
区
市
ケ
谷
砂
土
原
町
一
丁
目
三
番
地

衆
議
院
議
員

犬
養
毅

同

神
田
区
中
猿
楽
町
十
七
番
地

衆
議
院
議
員

市
島
謙
吉

東
京

麴
町
区
下
六
番
町
六
番
地

明
治
女
学
校
幹
事

岩
本

善
治

同

牛
込
区
橫
寺
町
十
九
番
地

法
学
士

井
上
辰
九
郞

同

麴
町
区
中
六
番
町
十
八
番
地

法
学
士

井
上
密

同

麻
布
区
芝
森
元
町
二
丁
目
十
八
番
地

井
手
佐
三
郞

同

小
石
川
区
音
羽
町
七
丁
目
十
番
地

東
京
専
門
学
校
々
長

衆
議
院
議
員

法
学
博
士

鳩
山
和
夫

同

京
橋
区
築
地
三
丁
目
四
番
地

宮
内
次
官

花
房
義
質

同

麴
町
区
富
士
見
町
農
商
務
省
大
臣
官
舍

農
商
務
大
臣
秘

書
官

早
川
鉄
冶

同

小
石
川
区
水
道
町

陸
軍
士
官
学
校
々
長

波
多
野
毅

同

牛
込
区
神
楽
町
二
丁
目
二
番
地

原
田
助

同

芝
区
三
田
町
二
丁
目
慶
應
義
塾
内

長
谷
川
久
次
郞

同

芝
区
三
田
町
二
丁
目
二
番
地

浜
野
定
四
郞
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同

芝
区
三
田
四
国
町
二
番
第
一
号
ロ
ノ
七

馬
場
丈
太
郞

同

牛
込
区
築
土
前
町
十
六
番
地

貴
族
院
議
員

公
爵

二

条
基
弘

同

青
山
学
院
内

青
山
学
院
々
長

本
多
庸
一

同

牛
込
区
赤
城
下
町
五
十
三
番
地

大
審
院
判
事

独
乙
法

学
博
士

本
多
康
直

同

芝
区
三
田
四
国
町
二
番
地

市
会
議
員

星
松
三
郞

同

赤
阪
区
氷
川
町
五
番
地
国
民
新
聞
社
々
長
徳
富
猪
一
郞

同

牛
込
区
早
稲
田

伯
爵

大
隈
重
信

同

麻
布
区
鳥
居
阪
町
九
番
地

枢
密
院
顧
問
官

大
鳥
圭
介

宮
城
県
仙
台
市
清
水
小
路

東
北
学
院
々
長

狎
川
方
義

東
京

麴
町
区
内
幸
町
衆
議
院
書
記
官
長
官
舍
内

衆
議
院
書

記
官
長

法
学
士

奧
田
義
人

北
豊
島
郡
高
田
千
登
世
町
五
番
地

貴
族
院
議
員

子
爵

岡

部
長
職

東
京

小
石
川
区
大
六
天
町

衆
議
院
議
員

尾
崎
行
雄

同

京
橋
区
山
城
町
十
一
番
地

中
央
新
聞
社
々
長

弁
護
士

大
岡
育
造

東
京

小
石
川
区
久
堅
町
七
十
四
番
地

文
学
士

大
西
祝

同

牛
込
区
弁
天
町
三
十
二
番
地

法
学
士

織
田
万

同

小
石
川
区
東
五
軒
町
二
十
九
番
地

小
川
盛
重

同

下
谷
区
仲
根
岸
四
番
地

美
術
学
校
々
長

文
学
士

岡

倉
覚
三

同

芝
区
南
佐
久
間
町
二
丁
目
五
番
地

渡
辺
洪
基

同

芝
区
三
田
町
慶
應
義
塾
内

和
田
定
一

同

芝
区
三
田
豊
岡
町
六
十
六
番
地
衆
議
院
議
員
河
野
広
中

同

麴
町
区
元
園
町
一
丁
目
二
番
地

日
本
郵
船
会
社
副
社
長

加
藤
正
義

同

小
石
川
区
下
富
坂
町
十
九
番
地
講
道
館
内

高
等
師
範
学

校
々
長

嘉
納
治
五
郞

同

麴
町
区
富
士
見
町
二
丁
目
十
八
番
地

勝
田
孫
弥

同

芝
区
西
久
保
神
谷
町
十
八
番
地

門
野
幾
之
進

同

赤
坂
区
田
町
七
丁
目
三
番
地

朝
野
新
聞
社
長

川
村
惇

同

麻
布
区
本
村
町
百
八
十
七
番
地

鎌
田
栄
吉

同

牛
込
区
市
ケ
谷
田
町
三
丁
目
�
一
番
地

陸
軍
中
将

貴

族
院
議
員

谷
干
城

同

本
郷
区
湯
島
三
組
町
五
十
九
番
地

帝
国
海
上
保
険
会
社

長

貴
族
院
議
員

武
井
守
正

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（五）

379



同

本
郷
区
駒
込
西
片
町
十
番
地

衆
議
院
議
員

田
口
卯
吉

同

牛
込
区
矢
来
町
四
番
地

衆
議
院
議
員

文
学
士

高
田

早
苗

同

牛
込
区
早
稲
田
南
町
五
十
二
番
地

東
京
専
門
学
校
寄
宿

舍
々
長

田
中
唯
一
郞

同

麴
町
区
有
楽
町
警
視
総
監
官
舍

警
視
総
監

園
田
安
賢

同

牛
込
区
大
久
保
余
丁
町
百
十
二
番
地
文
学
士
坪
内
雄
蔵

同

芝
区
三
田
綱
町
三
番
地
貴
族
院
議
員
子
爵
鍋
島
直
彬

同

日
本
橋
区
浜
町
二
丁
目
十
二
番
地

貴
族
院
議
員

長
岡

護
美

同

四
ツ
谷
区
船
町
八
番
地

文
学
士

長
沢
市
蔵

朝
鮮
国
官
立
日
本
語
学
校
教
師

長
島
嵒
次
郞

東
京

小
石
川
区
竹
早
町
七
十
六
番
地

法
学
士

中
村
進
午

同

京
橋
区
加
賀
町
九
番
地

衆
議
院
議
員

弁
護
士

中
島

又
五
郞

同

芝
区
三
田
町
慶
應
義
塾
内

中
村
利
器
太
郞

同

同

向
軍
治

同

同

村
上
守
倫

同

麴
町
区
永
田
町
陸
軍
参
謀
本
部
内

陸
軍
大
尉

宇
都
宮

太
郞

同

牛
込
区
市
ケ
谷
仲
ノ
町
五
十
二
番
地

衆
議
院
議
員

野

口
代
治

同

麴
町
区
永
田
町
一
番
地

衆
議
院
議
長

楠
本
正
隆

同

麴
町
区
元
園
町
二
丁
目
四
番
地

学
習
院
教
授

呉
文
聡

同

神
田
区
雉
子
町
三
十
二
番
地

日
本
新
聞
社
々
長

陸
実

同

麻
布
区
一
本
松
町
二
十
四
番
地
貴
族
院
議
員
安
場
保
和

同

芝
区
三
田
町
慶
應
義
塾
内

安
富
衆
輔

同

麻
布
区
芝
森
元
町
一
丁
目
二
十
一
番
地
弥
気
田
内

山
田

孝
道

同

芝
区
三
田
四
国
町
一
丁
目
十
六
番
地

山
口
大
造

同

麴
町
区
中
六
番
町
四
十
六
番
地

山
崎
英
夫

同

麴
町
区
上
二
番
町
三
十
三
番
地

女
子
学
院
々
長

矢
島

揖
子

同

小
石
川
区
関
口
台
町
五
十
八
番
地

前
島
密

同

牛
込
区
通
寺
町
三
十
二
番
地

医
士

前
田
秀
邨

同

京
橋
区
霊
岸
島
銀
町
二
丁
目
十
四
番
地

東
京
商
船
学

校
々
長

松
山
温
徳

同

牛
込
区
矢
来
町
四
番
地

米
国
法
律
学
士

松
平
康
国
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同

麴
町
区
富
士
見
町
一
丁
目
十
八
番
地

松
村
介
石

同

牛
込
区
市
ケ
谷
砂
土
原
町
三
丁
目
二
十
番
地

衆
議
院
議

員

松
島
廉
作

同

芝
区
三
田
慶
應
義
塾
内

慶
應
義
塾
々
監

益
田
英
次

同

同

槙
哲

東
京

芝
区
三
田
慶
應
義
塾
内

福
沢
捨
次
郞

同

同

藤
田
一
松

同

麴
町
区
七
丁
目
二
十
番
地

貴
族
院
議
員

学
習
院
々
長

公
爵

近
衛
篤
麿

同

芝
区
三
田
二
丁
目
二
番
地

貴
族
院
議
員

慶
應
義
塾
々

長

小
幡
篤
次
郞

同

赤
阪
区
一
ツ
木
町
六
十
三
番
地

衆
議
院
議
員

肥
塚
竜

同

牛
込
区
山
伏
町
四
十
八
番
地

弁
護
士

小
山
愛
治

同

麴
町
区
富
士
見
町

農
商
務
大
臣

子
爵

榎
本
武
揚

同

麻
布
区
我
善
坊
町
三
十
七
番
地
衆
議
院
議
員
江
原
素
六

同

本
郷
区
西
片
町
十
番
地
ホ
ノ
十
五
号

工
業
学
校
々
長

手
島
精
一

同

神
田
区
猿
楽
町

医
学
博
士

青
山
胤
通

同

京
橋
区
尾
張
町
一
丁
目
一
番
地

東
京
日
日
新
聞
社
々
長

朝
比
奈
和
泉

同

本
郷
区
西
片
町
十
番
地
ホ
ノ
十
号

法
学
士

弁
護
士

朝
食
外
茂
鉄

同

麴
町
区
土
手
三
番
町
十
四
番
地

文
学
士

天
野
為
之

同

麴
町
区
有
楽
町
改
進
党
事
務
所
改
進
党
掌
事
浅
香
克
孝

同

四
ツ
谷
区
簟
笥
町
四
十
八
番
地
衆
議
院
議
員
佐
々
友
房

同

牛
込
区
市
ケ
谷
二
十
騎
町
二
十
一
番
地

市
会
議
員

秀

英
舍
々
長

佐
久
間
貞
一

同

京
橋
区
築
地
栄
町

立
教
学
校
々
長

左
乙
女
豊
秋

同

芝
区
愛
宕
町
二
丁
目

医
学
博
士

北
里
柴
三
郞

同

神
田
区
中
猿
楽
町
二
十
二
番
地

明
治
法
律
学
校
々
長

法
律
学
士

岸
本
辰
雄

同

芝
区
西
久
保
桜
川
町
二
番
地
衆
議
院
議
員
喜
多
川
孝
経

同

京
橋
区
木
挽
町
九
丁
目
二
十
五
番
地

東
京
府
知
事

貴

族
院
議
員

三
浦
安

同

麴
町
区
飯
田
町
三
丁
目
二
十
二
番
地

衆
議
院
議
員

箕

浦
勝
人

同

麴
町
区
中
六
番
町
三
十
一
番
地

衆
議
院
副
議
長

島
田

三
郞
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同

麴
町
区
富
士
見
町
四
丁
目

明
治
義
会
中
学
校
々
長

塩

谷
吟
策

東
京

牛
込
区
矢
来
町
三
番
地
山
里
三
号
四

衆
議
院
議
員

四
ノ
宮
有
信

同

麴
町
区
富
士
見
町
二
丁
目
十
九
番
地

救
世
社
々
主

島

貫
兵
太
夫

同

芝
区
三
田
慶
應
義
塾
内

庄
原
虎
之
進

同

麴
町
区
富
士
見
町
二
丁
目
一
番
地

法
学
士

弁
護
士

平
田
譲
衛

同

麻
布
区
鳥
居
阪
町
二
番
地

本
野
盛
亨

同

神
田
区
今
川
小
路
三
丁
目
四
番
地

衆
議
院
議
員

守
屋

此
助

同

小
石
川
区
久
堅
町

日
本
中
学
校
校
長

杉
浦
重
剛

同

芝
区
琴
平
町
三
番
地

衆
議
院
議
員

末
広
重
恭

同

麻
布
区
飯
倉
片
町
二
十
九
番
地
衆
議
院
議
員
鈴
木
重
遠

注（
1
）
専
ら
取
り
組
む

（
2
）
見
聞

（
3
）
め
あ
て
、
目
的

（
4
）
噓
を
つ
く
、
へ
つ
ら
う

（
5
）
取
り
行
う

（
6
）
評
議
員
中
の
意
か

（
7
）
相
談
し
て
定
め
る

（
8
）
（
同
位
に
並
ぶ
）
人
び
と

（
9
）
帳
簿

（
10
）
記
録
し
て
翻
訳
す
る

（
11
）
所
持
す
る
も
の

（
12
）
随
時

（
13
）
よ
ろ
こ
び
楽
し
む

（
14
）
承
諾

（
15
）
保
証
人

（
16
）
脱
会

（
17
）
他
の
場
合
は
そ
の
時
々
に
合
わ
せ
る

（
18
）
延
期

（
19
）
通
常
に
参
加
し
て
い
る
会
員
と
い
う
意
味
と
思
わ
れ
る

（
20
）
必
要
に
応
じ
て

（
21
）
同
時
に
発
す
る

（
22
）
生
業
と
す
る
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大
朝
鮮
人
日
本
留
学
生
親
睦
会
規
則

解
題

王

賢
鍾

（
具
知
會
訳
）

一
．
資
料
の
形
式
と
主
要
内
容

こ
の
資
料
は
一
八
九
四
年
、
朝
鮮
の
甲
午
改
革
政
府
の
外

国
留
学
方
針
に
よ
り
慶
應
義
塾
に
留
学
し
た
、
朝
鮮
人
日
本

留
学
生
た
ち
が
構
成
し
た
親
睦
会
の
規
則
で
、
題
目
は
「
大

朝
鮮
人
日
本
留
学
生
親
睦
会
規
則
」
で
あ
る
。
資
料
の
表
紙

に
は
、
一
八
九
五
（
開
国
五
〇
四
）
年
四
月
に
創
立
し
た
こ

と
や
、
同
年
十
月
に
「
進
呈
」
し
た
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

﹇
延
世
大
学
校
学
術
情
報
院
国
学
資
料
室
所
蔵
図
書
、
請
求

記
号
（O

370.196296

�
�
�
）、
形
態
事
項
（24,34p.�

19cm
）﹈。

こ
の
資
料
に
は
親
睦
会
の
詳
細
規
則
と
と
も
に
入
会
証
、

特
別
賛
成
員
名
簿
や
所
属
、
住
所
な
ど
が
記
録
さ
れ
て
お

（
23
）
故
意
に
隠
す

（
24
）
気
が
崩
れ
緩
む

（
25
）
政
治
文
化
力

（
26
）
選
び
集
め
る

（
27
）
明
ら
か
に
し
顧
み
る

（
28
）
混
乱

（
29
）
詳
細
に
準
備
す
る

（
30
）
作
成

（
31
）
利
殖

（
32
）
疲
れ
弱
る
こ
と

（
33
）
判
断

（
34
）
互
い
に
遠
慮
す
る

（
35
）
物
事
が
多
す
ぎ
て
停
滞
す
る
こ
と

（
36
）
大
事
は
助
け
合
う

（
37
）
善
悪

（
38
）
役
員
が
、
長
期
間
不
在
す
る
こ
と
、
こ
こ
で
は
放
棄
の
こ
と
か

（
39
）
黙
し
て
確
認
し
て
明
ら
か
に
す
る

（
40
）
網
と
か
じ

（
41
）
自
ら
辞
す
る

（
42
）
選
挙

（
43
）
代
理

（
44
）
残
す

（
45
）
自
ら
を
は
ず
か
し
め
る
行
為
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り
、
親
睦
会
の
組
織
や
運
営
及
び
活
動
を
、
具
体
的
に
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
八
九
五
年
四
月
、
日
本
東
京
に
到
着
し
た
朝
鮮
人
留
学

生
た
ち
は
、
五
月
十
二
日
（
旧
暦
四
月
十
八
日
）
午
後
一

時
、「
慶
應
義
塾
倶
楽
部
」
を
借
り
、
初
め
て
親
睦
会
を
開

催
し
た
（『
親
睦
会
会
報
一
号
』
九
六
〜
九
七
頁
）。
親
睦
会

結
成
の
趣
旨
は
、
留
学
生
た
ち
が
お
互
い
に
保
護
し
、
助
け

合
い
、
我
が
大
朝
鮮
国
の
民
の
本
領
を
大
き
く
立
て
、
文
化

の
実
力
を
養
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
際
、
円
滑
な
運
営
の
た
め
に
、『
大
朝
鮮
人
日
本
留

学
生
親
睦
会
規
則
』
を
制
定
し
た
。
会
議
の
目
的
、
組
織
、

役
員
、
氏
名
、
期
所
、
会
報
、
進
退
、
会
費
、
改
正
の
九
節

で
構
成
さ
れ
、
主
な
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

要
旨

大
朝
鮮
人
日
本
留
学
生
親
睦
会

規
則

会
例

権
限

懲
罰

任
員

本
会
会
員
名
簿

特
別
会
員

通
常
賛
成
員
氏
名
簿

特
別
賛
成
員
氏
名
簿

ま
ず
、
規
則
の
は
じ
め
に
登
場
す
る
要
旨
に
は
、
本
会
の

目
的
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
（
原
文
は
三
五
二
頁
）。

只
今
我
ら
が
意
を
立
て
、
感
情
を
発
揮
さ
せ
外
国
に
留

表紙
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学
し
学
問
を
専
ら
と
す
る
の
は
、
見
聞
を
あ
ま
ね
く
開

い
て
広
深
く
し
、
知
識
を
覚
し
明
確
に
し
て
国
家
政
治

の
基
礎
や
棟
梁
を
自
ら
規
約
し
て
文
明
開
化
の
精
神
と

骨
子
を
自
任
す
る
た
め
で
あ
る
。
元
来
意
図
も
極
め
て

深
遠
く
、
各
自
一
身
上
の
担
当
す
る
職
責
も
甚
だ
重
大

で
あ
る
。
万
一
お
互
い
に
導
い
て
助
け
合
う
方
便
を
謀

ら
な
け
れ
ば
、
互
い
に
助
け
合
い
学
ぶ
恵
み
も
な
く
、

勧
勉
す
る
道
も
な
く
て
利
益
実
際
に
妨
害
が
あ
れ
ば
、

国
家
が
教
育
す
る
道
を
負
っ
て
人
民
に
期
望
す
る
儀
を

阻
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
恐
れ
親
睦
会
を
創
立
し
、
今

後
大
成
す
る
根
本
の
部
分
を
建
て
る
た
め
、
人
々
は
十

分
注
意
し
各
自
勉
励
し
、
互
い
に
輔
導
し
て
乾
固
た
る

基
礎
や
広
大
な
る
業
を
た
て
堂
々
の
我
が
大
朝
鮮
国
、

民
の
本
領
を
励
み
、
文
化
の
実
力
を
養
成
し
よ
う
。
心

を
整
然
と
し
、
互
い
に
規
約
し
心
身
を
尽
く
し
て
国
事

に
貢
献
す
る
の
を
標
準
と
す
る
。

要
旨
の
次
は
、
親
睦
会
規
則
の
目
的
と
組
織
に
関
す
る
部

分
で
、そ
れ
ぞ
れ
三
条
、五
条
が
定
め
ら
れ
た
。会
員
は
、会
員
と

特
別
会
員
お
よ
び
、
通
常
賛
成
員
、
特
別
賛
成
員
で
構
成
さ

れ
た
。
会
員
は
日
本
に
留
学
す
る
朝
鮮
人
と
し
た
が
、
特
別

会
員
に
は
朝
鮮
人
紳
商
が
含
ま
れ
、
特
別
賛
成
員
に
は
多
数

の
日
本
人
を
は
じ
め
、
各
国
紳
商
の
有
志
者
を
参
加
さ
せ
た
。

二
．
親
睦
会
の
構
成
員
と
活
動

―
―
会
員
や
賛
成
員
た
ち

第
三
節
で
は
、
親
睦
会
の
役
員
が
定
め
ら
れ
た
。
特
筆
す

べ
き
点
は
会
長
や
副
会
長
、
評
議
員
な
ど
が
投
票
で
選
ば

れ
、
一
年
を
任
期
と
す
る
点
で
あ
る
。
初
代
役
員
は
、
会
長

の
魚
允
迪
を
は
じ
め
副
会
長
の
申
海
永
、
評
議
員
は
朴
羲
秉

な
ど
十
名
、
幹
事
は
金
明
集
な
ど
八
名
、
他
に
会
計
、
幹

籤
、
幹
誌
、
幹
督
な
ど
、
四
十
八
名
に
達
し
た
。
巻
末
の

〈
表
1
〉
の
通
り
で
あ
る
。

第
四
節
は
「
氏
名
」
で
名
簿
へ
の
掲
載
順
な
ど
を
定
め
、

第
五
節
の
「
期
所
」
は
事
務
所
の
位
置
や
会
期
に
関
す
る
内

容
で
あ
る
。
第
六
節
は
「
会
報
」
の
規
定
で
あ
り
、
三
か
月

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（五）
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に
一
回
、
発
行
す
る
こ
と
を
定
め
た
。
第
七
節
以
降
で
は
進

退
や
会
費
、
改
正
の
要
件
な
ど
が
決
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
親

睦
会
の
運
営
の
た
め
に
「
会
例
」
も
制
定
す
る
な
ど
、
会
議

の
運
営
や
各
々
の
権
限
に
対
す
る
規
則
を
定
め
、
会
議
運
営

の
円
滑
化
を
計
っ
た
。

留
学
生
親
睦
会
の
事
務
所
は
駐
日
公
使
館
内
に
置
か
れ
、

親
睦
会
は
慶
應
義
塾
内
を
借
り
て
開
催
さ
れ
た
。
会
期
は
一

か
月
に
一
回
と
し
、
毎
月
第
二
土
曜
日
の
午
後
六
時
か
ら
九

時
ま
で
開
催
す
る
こ
と
に
し
た
。
親
睦
会
は
第
一
回
（
一
八

九
五
年
四
月
十
八
日
）
か
ら
第
三
十
一
回
（
一
八
九
七
年
十

二
月
五
日
）
ま
で
、
計
三
十
一
回
の
通
常
会
を
開
催
し
た
。

彼
ら
は
大
体
、
開
化
や
文
明
、
教
育
や
留
学
姿
勢
、
立
憲
政

治
や
制
度
開
会
な
ど
の
主
題
を
取
り
上
げ
た
。

『
大
朝
鮮
人
日
本
留
学
生
親
睦
会
会
報
』（
以
下
親
睦
会
会

報
）
は
、
一
八
九
五
年
十
一
月
に
第
一
号
が
発
行
さ
れ
た
。

以
後
三
か
月
に
一
回
ず
つ
発
行
し
よ
う
と
し
た
が
、
第
四
号

か
ら
は
半
年
刊
誌
と
な
り
六
か
月
に
一
度
発
刊
さ
れ
た
。
会

報
は
要
旨
、
私
説
、
論
説
、
文
苑
、
講
演
、
内
報
、
外
報
、

万
国
事
報
、
雑
報
、
会
中
記
事
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

特
に
講
演
や
討
論
を
通
じ
て
一
度
議
論
し
た
主
題
は
、
以
後

の
論
説
に
載
せ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
親
睦
会
会
報
は
単

に
朝
鮮
留
学
生
の
親
睦
を
図
る
学
生
団
体
水
準
の
会
報
に
留

ま
る
も
の
で
は
な
く
、
日
本
国
内
の
情
勢
、
学
術
情
報
の
流

布
や
改
革
の
課
題
な
ど
、
多
方
面
の
知
識
を
盛
り
込
む
学
術

雑
誌
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
。

一
方
、
留
学
生
規
則
に
収
録
さ
れ
た
内
容
の
な
か
で
、
各

留
学
生
た
ち
が
寄
居
し
た
宿
所
に
関
す
る
記
録
も
貴
重
で
あ

る
。
宿
所
は
慶
應
義
塾
内
が
多
数
を
占
め
て
い
る
が
、
慶
應

義
塾
以
外
の
他
の
学
校
や
大
学
校
の
宿
舎
の
者
も
見
受
け
ら

れ
る
〈
表
2
〉。

そ
し
て
資
料
の
最
後
に
あ
る
名
簿
は
今
回
の
資
料
の
な
か

で
最
も
独
特
な
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
留
学
生
親
睦

会
を
協
賛
す
る
た
め
の
特
別
賛
成
員
の
記
録
で
、
多
様
な
地

位
や
活
動
の
人
物
を
包
括
し
て
い
る
〈
表
3
〉。

〈
表
3
〉
の
「
通
常
賛
成
員
名
簿
」
に
は
、
一
八
九
五
年

当
時
、
朝
鮮
の
甲
午
改
革
政
府
の
主
要
官
吏
で
あ
る
義
和
君
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李
堈
を
は
じ
め
、
前
・
現
職
の
官
僚
た
ち
が
含
ま
れ
て
い

る
。
こ
の
記
録
で
は
、
内
部
大
臣
を
務
め
て
い
た
朴
泳
孝
が

放
逐
さ
れ
て
か
ら
も
、
朴
泳
孝
と
関
係
の
あ
る
人
物
た
ち
が

前
職
官
僚
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
一
八
九
五
年
四
月
以
降
十
月
ま
で
、
朝
鮮
留

学
生
の
派
遣
に
直
接
あ
る
い
は
間
接
的
に
助
力
し
た
朝
鮮
の

官
僚
た
ち
の
姿
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
表
4
〉
に
よ
る
と
、
親
睦
会
会
則
に
収
録
さ
れ
た
特
別

賛
成
員
は
一
一
〇
名
に
至
る
。
こ
れ
を
大
き
く
六
種
類
に
分

類
す
る
と
、
Ⅰ
グ
ル
ー
プ
は
慶
應
義
塾
と
関
係
の
あ
る
人
物

た
ち
で
あ
る
（
十
九
名
）。
福
沢
諭
吉
は
慶
應
義
塾
の
創
立

者
で
あ
り
、
朝
鮮
留
学
生
た
ち
の
教
育
と
指
導
を
担
当
し

た
。
慶
應
義
塾
に
勤
務
し
た
人
た
ち
は
、
向
後
朝
鮮
留
学
生

の
進
路
設
計
に
大
き
な
助
け
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。

Ⅱ
グ
ル
ー
プ
は
日
本
の
諸
大
学
で
教
育
や
行
政
を
担
当
し

て
い
た
人
物
た
ち
で
あ
る
（
十
八
名
）。
青
山
学
院
院
長
の

本
多
庸
一
を
は
じ
め
東
北
学
院
院
長
、
高
等
師
範
学
校
校

長
、
東
京
専
門
学
校
校
長
・
寄
宿
舎
舎
長
、
工
業
学
校
校

長
、
日
本
中
学
校
校
長
、
学
習
院
院
長
、
東
京
商
船
学
校
校

長
な
ど
が
網
羅
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
大
抵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や

ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
た
経
験
を
持
つ
教
授
で
あ
り
、
各
大
学

校
の
長
と
し
て
主
要
な
役
割
を
務
め
て
い
た
。

Ⅲ
の
グ
ル
ー
プ
の
場
合
は
、
当
時
政
界
の
人
物
た
ち
で
、

衆
議
院
議
員
や
貴
族
院
の
元
老
な
ど
を
網
羅
し
て
い
る
。
宮

内
次
官
を
務
め
て
い
た
花
房
義
質
と
枢
密
院
顧
問
官
の
大
鳥

圭
介
は
、
も
と
駐
韓
日
本
公
使
で
あ
っ
た
た
め
含
ま
れ
る
の

は
当
然
で
あ
ろ
う
。
二
条
基
弘
、
岡
部
長
職
の
よ
う
な
貴
族

た
ち
、
貴
族
院
議
長
で
あ
る
近
衛
篤
麿
や
大
隈
重
信
の
よ
う

な
重
鎮
の
政
治
家
も
あ
る
。他
に
、グ
ル
ー
プ
Ⅳ
の
文
学
・
法

学
士
及
び
医
師
・
法
律
家
・
弁
護
士
な
ど
も
、
専
攻
選
択
や
進

路
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
人
物
だ
と
言
え
よ
う
。ま
た
、

グ
ル
ー
プ
Ⅴ
の
よ
う
に
主
要
新
聞
社
の
社
長
団
も
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
国
民
新
聞
社
の
社
長
で
あ
る
徳
富
猪
一
郎
、
中

央
新
聞
社
社
長
の
大
岡
育
造
、
朝
野
新
聞
社
社
長
の
川
村

惇
、
日
本
新
聞
社
社
長
の
陸
羯
南
、
東
京
日
日
新
聞
社
社
長

の
朝
比
奈
和
泉
、
読
売
新
聞
の
本
野
盛
亨
な
ど
で
あ
る
。
親
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睦
会
の
特
別
賛
成
員
の
多
数
は
、
慶
應
義
塾
を
卒
業
し
た
留

学
生
た
ち
の
進
路
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た

と
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
結
果
と
し
て
、
彼
ら
は
留
学
生

た
ち
の
大
学
進
学
や
、
専
攻
分
野
の
選
択
に
一
定
の
役
割
を

果
た
し
た
と
見
ら
れ
る
。

三
．『
親
睦
会
規
則
』資
料
の
活
用
と
研
究
上
の
意
義

こ
の
資
料
は
一
般
的
に
は
「
在
日
朝
鮮
人
留
学
生
親
睦

会
」
と
称
さ
れ
る
留
学
生
親
睦
会
の
�
規
則
資
料
�
で
あ

る
。
こ
の
時
期
の
、
朝
鮮
人
留
学
生
研
究
は
一
九
七
〇
年
代

中
盤
、
阿
部
洋
が
精
力
的
に
旧
韓
末
の
日
本
留
学
関
係
資
料

の
研
究
を
開
始
し
て
以
来
、
主
に
在
日
朝
鮮
人
留
学
生
た
ち

の
『
親
睦
会
会
報
』
が
大
き
く
活
用
さ
れ
て
き
た
。
反
面
、

朝
鮮
留
学
生
た
ち
の
親
睦
会
そ
の
も
の
の
記
録
資
料
は
、
十

分
に
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
末
ま
で

は
、
こ
の
�
規
則
資
料
�
の
存
在
す
ら
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
た
め
、
朝
鮮
人
留
学
生
の
親
睦
会
の
研
究
に
は
活
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
す
で
に
親
睦
会
規
則
の
資
料
全
体
が
明
ら
か
に

な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
睦
会
が
結
成
さ
れ
た
目
的
、
活

動
内
容
を
詳
細
に
把
握
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
会
員
全
体
の

名
簿
、
通
常
賛
成
員
と
特
別
賛
成
員
の
名
簿
が
把
握
で
き

る
。
特
に
親
睦
会
の
結
成
以
後
の
、
朝
鮮
国
内
お
よ
び
日
本

で
の
大
々
的
な
後
援
者
や
後
援
内
容
を
あ
る
程
度
把
握
で
き

る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
朝
鮮
の
甲
午
改
革
を
主
導
し
た
官
僚

た
ち
が
多
数
登
場
し
て
お
り
、
甲
午
改
革
の
官
費
留
学
生
の

派
遣
事
実
を
如
実
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
日
本

政
府
お
よ
び
朝
野
か
ら
の
後
援
を
把
握
で
き
る
特
別
賛
成
員

の
顔
ぶ
れ
が
注
目
さ
れ
る
。
彼
ら
は
後
援
の
方
法
か
ら
留
学

生
た
ち
の
上
級
学
校
進
学
、
さ
ら
に
は
大
学
の
専
攻
分
野
の

決
定
や
、
武
官
学
校
な
ど
特
定
分
野
の
進
学
に
絶
対
的
な
役

割
を
果
た
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
規
則
資
料
は
、
当
時
の
留
学
生
親
睦
会
の
活
動
を
生

き
生
き
と
記
録
し
て
い
る
『
親
睦
会
会
報
』（
一
〜
六
号
）

と
と
も
に
、
甲
午
改
革
以
降
か
ら
大
韓
帝
国
前
期
ま
で
の
朝

鮮
留
学
生
の
考
え
や
活
動
が
分
か
る
基
本
資
料
で
あ
る
。
こ
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の
資
料
を
通
じ
て
朝
鮮
留
学
生
た
ち
の
日
本
近
代
学
問
の
受

容
の
程
度
が
把
握
で
き
、
朝
鮮
の
近
代
改
革
運
動
の
思
想
や

活
動
に
対
す
る
学
術
的
な
背
景
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
今

後
こ
の
資
料
の
分
析
に
よ
っ
て
、
近
代
移
行
期
朝
鮮
の
日
本

近
代
学
問
受
容
方
式
が
ど
の
よ
う
な
形
態
に
変
容
し
て
い
く

の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
日
本
を
通
じ
た
学
問
受
容
が
植

民
地
の
政
治
的
社
会
的
活
動
の
バ
ロ
メ
ー
タ
と
な
っ
た
事
情

も
計
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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献
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〈表 1〉留学生親睦会役員の変動（1895～1897）

4期役員（1897.11.21～）

趙斉桓（1897.11.21～）

安衡中

安昌善，申海永，康永
祐，権鳳洙，�昌熙，元
応常

池承浚，兪承兼，徐廷岳

兪致学，崔永植，韓万源

張奎煥，申佑善，金大熙

（編纂）劉昌熙，金鎔済，
申海永 （発行人）元応
常

金鴻南，崔万淳，慎順
晟，（通常事務員）金鎔
済，（特別事務員）魚瑢
善

＊初代の役員名簿は『親睦会規則』1～5頁（全体の中 25～29頁）；『親睦会会報』1～6号，〈親睦
会日記〉参照

3期役員（1896.11.15～）

申海永（1896.11.15～）

魚瑢善

鄭在淳（1896.11.15～），
趙斉桓，金鎔済，金益
南，南舜熙，権鳳洙

吳聖模（1896.11.16～），
張浩翼，鄭寅昭，朴正銑

申佐善，金基璋，安明善

張奎煥，池承浚，兪致
学，卞河璡

金鎔済，劉昌熙，趙斉
桓，元応常，（発行人）
金鎔済

盧景輔，崔万淳，金鴻
南，金鴻鎮

2期役員（1896.4～）

洪 奭 鉉（魚 允 迪 代，
1896.4.28～）

安衡中（申海永代）

申海永（1896.9.18～），
金鎔済，魚瑢善，鄭在
淳，趙斉桓

金明集，安明善（1896.7.4
～），張憲植，朴正銃，
吳聖模，張浩翼

康永祐，張承斗，張奎煥

権鳳洙，南舜熙，兪承
兼，劉昌熙，池承浚，卞
河璡

姜璟熙（→玄槶），全泰興
（→元応常）

金鴻南，盧景輔，金基
璋，安昌善，金鴻鎮，金
東圭

1期役員（1895.4～）

魚允迪（1895.4.18～），尹
致旿（1895.4.24～）

申海永

朴羲秉，李秉武，洪奭
鉉，魚瑢善，金鎔済，趙
斉桓，安衡中，張台煥，
李瑾相，鄭在淳，白轍洙
（韓永源代，1895.8.3．）

金明集，崔相敦，張憲
植，朴正善，�植，金允
求，朴正銑，方漢肅

康永祐，金益南，李範
壽，劉昌熙

権鳳洙，林炳龜，尹邦
鉉，呂炳鉉，南舜熙，朴
廷秀，李厦榮，曺秉柱，
李鍾華，兪致奎，金正壎
（白轍洙代，1895. 8.3～）

姜璟熙，朴基駿，李龍
在，高羲駿

李儒晳，劉文相，李喜
轍，全泰興，金憲植，安
禎植，金洛煥，崔炳台，
金鴻南，羅鎬

区分

会長

副会長

評議員

幹事

会計

幹籤

幹誌

幹督
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〈表 2〉朝鮮留学生居住地分布

人数
（名）

1

2

160

2

2

2

9

6

1

1

1

1

189

居住者姓名

洪奭鉉

李秉武，朴羲秉

魚允迪，金鳳錫，申海永，李喜轍，呂炳鉉，李儒晳，金鎔済，趙斉桓，尹
泰凡，安昌善，鄭在淳，李瑾相，安禎植，安衡中，魚瑢善，張憲植，崔相
敦，崔奎福，李在夏，金明集，白轍洙，全泰興，張浩翼，権鳳洙，李周
煥，張台煥，李喆宇，金憲植，金允求，李敬承，玄学圭，李正熙，李鍾
華，朴炳憲，鄭錫煥，兪致悳，厳柱一，王�植，尹世鏞，李玄載，申佑
善，張明根，南舜熙，金基璋，李範壽，康永祐，李宜恂，吳世儀，鄭寅
昭，朴正善，劉昌熙，徐丙吉，金教興，趙学熙，李殷相，金寬鉉，方漢
肅，洪承復，金星圭，張東煥，吳胄泳，金鴻南，李興俊，池承俊，張奎
煥，朴道秉，劉文相，趙東赫，兪承兼，韓万源，趙元奎，羅鎬，趙文元，
洪彦杓，黃佑悳，金淳恒，李冕宇，張承斗，朴敍陽，李時懋，崔永植，尹
基周，林炳龜，吳亨根，劉鎮世，黃佑璿，李漢応，李源昇，尹九善，吳在
喆，尹邦鉉，林浚相，林惠相，慎俊晠，姜龍甲，権承祿，朴完緖，李範
鶴，金亨燮，金敬済，任徹宰，李熙峻，孫万秀，金大熙，兪致学，金奎
福，卞志琓，金重漢，金教先，徐丙武，金東完，兪鎮方，魚潭，洪仁杓，
鄭海英，河相驥，金洛煥，金世泰，崔炳台，李熙璡，金東圭，金益南，朴
正銑，全万基，吳聖模，金正壎，朴潤陽，朴廷秀，陳熙星，張源植，廉学
雨，金鴻鎮，安慶善，玄槶，韓鳳儀，盧景輔，禹泰鼎，卞河璡，韓震用，
金義善，権定鎮，朴晩緖，李厦榮，曺秉柱，徐廷岳，安明善，兪致奎，朴
莊和，鄭殷謨，李圭三，朴正和，金鼎禹，元応常，金錫胤，李憲珪，林在
德，権浩善，尹致晠，金鳳殷

玄公廉，慎順晟

朴基駿，李龍在

姜璟熙，高羲駿

李用雨，兪斌兼，趙鍾甲，朴鍾漢，崔俊相，金鴻卿，趙秉教，沈魯漢，李
重元

白学帰，成暢基，趙�範，王瑜植，権学鎮，李大珪

安泳中

閔泰稷

鄭雲復

申錫麟

合計

居住地

早稲田東京専門学校

本公使館

慶應義塾

九州熊本市

立教大学校

明治女学校

橫浜戸太村

東京麴町区 小金樓

西京商業学校

馬関商業学校

大阪西区 商業学校

大阪堂島市立商業学校

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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〈表 3〉留学生親睦会通常賛成員名簿

人数

25名

12名

44名

＊本会通常賛成員長

姓名

李耕植
李範晋
李完用
金春凞
金嘉鎮
鄭秉夏
魚允中
申箕善
李允用
李采淵

趙羲淵
金宗漢
尹雄烈
権瀅鎮
李根澔
尹英烈
韓鎮昌
柳正秀
陸鍾允
趙羲聞
権東鎮
李熙斗

合計

職位

宮內府大臣
同 協辦
学部大臣
同 協辦
農商工部大臣
同 協辦
中枢院議長
同 副議長
警務使
漢城府観察使

前軍部大臣
前宮內部協辦
前警務使
前兵使
前兵使
前府使
前度支部参書官
前度支部参書官
前外部秘書課長
前軍部参領
前僉使
前虞使

区分

4．前職官吏

人数

1名

6名

姓名

李堈＊

金思純
韓永源
李玄植
高永喜
李台植
劉燦

玄櫽
兪星濬
安寧洙
尹致旿
金弘集
朴定陽
兪吉濬
金允植
尹致昊
沈相薰
李鼎煥
徐光範
李在正
安駉寿
権在衡

職位

義和君殿下

駐日辦理公使署理
駐日辦理公使署事務代理
駐米辦理公使署理
特命駐日全権公使
公使館参書官
同 書記生

內部主事
農商工部会計局長
法部検事局長
中枢院参書官
総理大臣
內部大臣
同 協辦
外部大臣
同 協辦
度支部大臣
同 協辦
法部大臣
同 協辦
軍部大臣
同 協辦

区分

1．王族

2．公使館職員

3．現職官吏

明治期慶應義塾への朝鮮留学生（五）
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分類 所属職位 氏名

貴族院議員 安場保和

衆議院議員 松島廉作

衆議院議員 肥塚龍

農商務大臣 子爵 榎本武揚

衆議院議員 江原素六

改進党 掌事 浅香克孝

衆議院議員 佐佐友房

市会議員 秀英舍舍長 佐久間貞一

衆議院議員 喜多川孝経

東京府知事 貴族院議員 三浦安

衆議院議員 箕浦勝人

衆議院副議長 島田三郞

衆議院議員 四ノ宮有信

衆議院議員 守屋此助

衆議院議員 末広重恭

衆議院議員 鈴木重遠

Ⅳ
．
学
士
（
16
名
）

大審院判事 独乙法学博士 本多康直

法学士 井上辰九郞

法学士 井上密

文学士 大西祝

法学士 織田万

文学士 坪内雄藏

文学士 長沢市藏

法学士 中村進午

医師 前田秀邨

米国法律学士 松平康国

弁護士 小山愛治

医学博士 青山胤通

法学士 弁護士 朝食外茂鉄

文学士 天野為之

医学博士 北里柴三郞

分類 所属職位 氏名

法学士 弁護士 平田譲衛

Ⅴ
．
言
論
従
事
者
（
6
名
）

国民新聞社 社長 徳富猪一郞

中央新聞社 社長 弁護士 大岡育造

朝野新聞 社長 川村惇

日本新聞社 社長 陸実

東京日日新聞社 社長 朝比奈和泉

読売新聞社社長 本野盛亨

Ⅵ
．
其
他
人
物
（
10
名
）

其他 原田助

�軍大尉 宇都宮太郞

救世社 社主 島貫兵太夫

日本郵船会社 副社長 加藤正義

小川盛重

勝田孫彌

山田孝道

朝鮮公使館通訳 山崎英夫

東京馬車鉄道会社監査役 前島密

キリスト教青年会館講師 松村介石
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分類 所属職位 氏名

Ⅰ
．
慶
應
義
塾
関
係
者
（
19
名
）

慶應義塾塾頭 福沢諭吉

慶應義塾 長谷川久次郞

慶應義塾 和田定一

慶應義塾 中村利器太郞

慶應義塾 向軍治

慶應義塾 村上守倫

慶應義塾 安富衆輔

慶應義塾塾監局 益田英次

慶應義塾 木真哲

慶應義塾 福沢捨次郞

慶應義塾 藤田一松

慶應義塾塾長 貴族院議員 小幡篤次郞

慶應義塾 庄原虎之進

慶應義塾 浜野定四郞

慶應義塾 馬場丈太郞

慶應義塾 渡邊洪基

慶應義塾 門野幾之進

慶應義塾 鎌田栄吉

慶應義塾 山口大造

Ⅱ
．
各
種
学
校
関
係
者
（
19
名
）

理学博士 石川千代松

明治女学校幹事 岩本善治

東京専門学校校長 井手佐三郞

青山学院院長 本多庸一

東北学院院長 狎川方義

美術学校校長文学士 岡倉覚三

高等師範学校校長 嘉納治五郞

東京専門学校寄宿舍舍長 田中唯一郞

朝鮮国官立日本語学校教師 長島嵒次郞

学習院教授 吳文聡

女子学院院長 矢島揖子

東京商船学校校長 松山温徳

分類 所属職位 氏名

工業学校校長 手島精一

立教学校校長 左乙女豊秋

明治法律学校校長法律学士 岸本辰雄

明治義会中学校校長 塩谷吟策

日本中学校校長 杉浦重剛

陸軍士官学校校長 波多野毅

学習院院長 貴族院議員 公爵 近衛篤麿

Ⅲ
．
政
治
界
人
士
（
40
名
）

貴族院議員 岩村定高

衆議院議員 犬養毅

衆議院議員 市島謙吉

衆議院議員 法学博士 鳩山和夫

宮内次官 花房義質

農商務大臣 秘書官 早川鉄冶

貴族院議員 公爵 二条基弘

衆議院議員 弁護士 中島又五郞

市会議員 星松三郞

伯爵 大隈重信

枢密院顧問官 大鳥圭介

衆議員書記官長 法学士 奧田義人

貴族院議員 子爵 岡部長職

衆議院議員 尾崎行雄

衆議院議員 河野広中

�軍中将 貴族院議員 谷干城

帝国海上保険会社長、貴族院議員 武井守正

衆議院議員 田口卯吉

衆議院議員 文学士 高田早苗

警視総監 園田安賢

貴族院議員 子爵 鍋島直彬

貴族院議員 長岡護美

衆議院議員 野口代治

衆議院議長 楠本正隆

〈表 4〉留学生親睦会特別賛成員氏名及び職位現況（1895.10 現在）
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